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議事事項

(1)財団法人部会について

(2)公立沖縄北部医療センター整備協議会設置要綱等の

一部改正について



R４年度 開院５年前
（令和５年度）

開院４年前
（令和６年度）

開院３年前
（令和７年度）

財
団
法
人
設
置

（検討事項）
・出捐団体
・出捐金・管理運
営費 （規模・負
担割合等）
・理事等の構成

（検討事項）
・出捐団体、出捐金
（規模・負担割合等）

・管理運営費
（費用負担）

・理事等の構成
・給与規程（人件費）

（検討事項）
・定款、規程（給与以外）
・組織体制（理事、
評議員、監事の人選）

・設立時運営職員の確保
（出捐団体からの派遣、
プロパー職員採用等）

・定款の認証
・出捐金の出資
・設立登記

一
部
事
務
組
合

・規約案作成
・条例等作成
・北部12市町村と
調整

整
備

議事（１） 財団法人部会について
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設立に向けた協議 設立準備 財団設立

財団法人設立に係る部会（仮称）を設置して検討

発注準備実施設計 着工（工事）

指定管理者に選定
（想定）

管理業務開始
R10年度～

１ 財団法人設立スケジュール

基本設計

設立協議・手続

準備会議

設立

条例・予算議決



２ 財団法人準備会の検討状況

（１）財団法人の設立者 沖縄県、北部12市町村、公益社団法人北部地区医師会

○ 基本合意書第３条において、県及び北部12市町村は、北部医療センターの指定管理を行わせる
団体として、一般財団法人北部医療財団を設立することとしている。

○ また、県及び北部12市町村の同意を得て、「地方公共団体以外の法人も含めることができる」
と規定しており、県及び北部12市町村による協議及び文書での確認を行った結果「公益社団法人
北部地区医師会」を設立者に加えることに、全ての団体が同意し、第２回協議会で報告。

（２）出捐金額

○ 基本合意書第５条第５項に基づき、県及び北部12市町村の財団への出捐は設立時に限り行うこと
とし、市町村の負担は財政状況を十分勘案して行うこととする。

また、出捐総額、各団体毎の出捐金額は、類似団体の事例、市町村の基準財政需要額や入院医療
の受療動向、財団法人法に規定する出捐額の要件300万円以上などを勘案し協議を行っており、令和
５年度中に決定予定。

（３）理事及び評議員等

○ 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、理事及び評議員が持つ権限と責任
を考慮して、他県事例を参考に協議を行っている。

○ 実際の病院運営を想定し、設立団体である県、市町村、公益社団法人北部地区医師会から主に
選任すること、また、学識者、地域医療機関等からの選任を協議中。

議事（１） 財団法人部会について
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議事（１） 財団法人部会について

３ 財団法人部会の設置

財団法人部会は、下記事項について協議・検討する。
部会の構成員は、公立沖縄北部医療センター整備協議会幹事会運営要領第５条第４項に

基づき、幹事長が選任する。

部会 協議項目（検討 させる専門的事項）

財団法人部会 財団法人設立（設立者、出捐金額、理事及び評議員、規 程等）に関すること

委員 構成団体 備考

１ 部会 長 沖縄県保 健医療部 医療 企画統括監

２ 委員 沖縄県病院事業局 局長推薦。担当課長など。

３ 委員 県立北部病院 院 長推薦。 給与等の 検討を行うことから事務部長など。

４ 委員 北部地区医師会病院 院 長推薦。 給与等の 検討を行うことから事務 長など。

５ 委員 公益社団法人北部地区医師会 会 長推薦。実務責任者として事務 局長。

６ 委員 北部１２市町村 市町村 長推薦。 担当部 長もしくは 課長。

７ 委員 沖縄県北部医療組合 事務 局長を想定。県 派遣職員。

※幹事長が必要と認める場合には、上記メンバー以外の者の参加を認めることがある。 -3-



議事（１） 財団法人部会について

４ 財団法人部会検討スケジュール

※検討内容の審議や作業の進捗状況等によって、開催時期や開催回数を変更する場合がある。

No

日程

検討
内容

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１ 整備
協議会

報告 報告

２
幹事会 協議 報告

３ 部会 設置

①設立者

②出捐金
額

③評議員
・理事

④管理
運営費

⑤給与
規程等

第１回 第２回 第３回

令和４年度準備会
における検討内容
の確認・振り返り

出捐金額の検討

人数及び構成の検討

基本的な考え方の検討

基本的な考え方の検討

基本的な考え方の調整

出捐金額の調整

人数及び構成の調整

基本的な考え方の調整

第１回 第３回R4第３回

２病院 給与担当 者との調整など

第２回
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１ 整備協議会の設置目的

公立沖縄北部医療センターの基本的枠組みの詳細その他公立沖縄北部医療センターの整

備に関して必要な事項について協議を行う。

２ 改正内容（設置要綱第７条関係）

（１） 令和５年４月１日に沖縄県北部医療組合を設立するに伴い、公立沖縄北部医療セン

ター整備協議会の庶務に沖縄県北部医療組合を加える。

（２） 整備協議会の庶務は、沖縄県保健医療部医療政策課と沖縄県北部医療組合の共同で

処理する。

３ 改正理由

沖縄県北部医療組合が公立沖縄北部医療センターの建設整備の主体となること、また医

療政策課においても、引き続き、財団法人の設立準備や医療従事者の確保並びに財源確保

に向けた取組を進めることとしており、連携して整備協議会を運営する必要がある。

議事（２） 公立沖縄北部医療センター整備協議会設置要綱等の一部改正について
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改正後 現行

第１条～第６条 （略）

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、沖縄県保健医療部医療政

策課及び沖縄県北部医療組合において処理する。

第８条 （略）

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

第１条～第６条 （略）

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、沖縄県保健医療部医療政

策課において処理する。

第８条 （略）

公立沖縄北部医療センター整備協議会設置要綱＿新旧対照表
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改正後 現行

第１条～第７条 （略）

（庶務及び幹事会等に係る調整）

第８条 幹事会等の庶務は、沖縄県保健医療部医療

政策課及び沖縄県北部医療組合において処理する。

２ （略）

第９条 （略）

附 則

（施行期日）

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。

第１条～第７条 （略）

（庶務及び幹事会等に係る調整）

第８条 幹事会等の庶務は、沖縄県保健医療部医療

政策課において処理する。

２ （略）

第９条 （略）

公立沖縄北部医療センター整備協議会幹事会運営要領＿新旧対照表

４ 幹事会の設置目的

整備協議会に付議する事項について協議及び調整を行う。

５ 整備協議会設置要綱の改正にあわせて、幹事会運営要領を以下のとおり同様に改正する。
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報告事項

(1)令和５年度スケジュールについて

(2)基本設計業務の進捗について

(3)沖縄県北部医療組合等の組織体制について

(4)整備費用について



報告（１）令和５年度スケジュールについて

11月

　

令和４年度 令和５年度 令和６年度

3月 4月 5月 6月 3月 4月10月 12月 1月

財
団
法
人

他
協
議
事
項

基
本
設
計

実
施
設
計

2月

県

協
議
会
・
幹
事
会
等

7月 8月 9月

組
合

第
一
回
協
議
会

第
三
回
協
議
会

・
第
一
回
幹
事
会

第
二
回
協
議
会

第
三
回
協
議
会

・
第
二
回
幹
事
会

・
第
三
回
幹
事
会

・
第
二
回
医
療
機
能
部
会

・
第
一
回
医
療
機
能
部
会

６月議会 ９月議会 11月議会 ２月議会

そ

・
第
三
回
幹
事
会

転籍意向調査実施・集計

住民説明会（各市町村）及び周辺住民説明会

第
一
回
部
会

転籍意向調査準備

発注準備・公告等 設計業務期間（令和６年11月まで）

財団法人設立に関する協議（検討事項：出捐金、管理運営費、理事等の構成、給与規程等）

２週に１回程度、五者会議（県、２病院、設計事務所及びコンサルの実務者における協議）

を実施。北部12市町村へは別途、説明の機会を設ける。

基本設計（繰越）

第
二
回
部
会

第
三
回
部
会

・基本設計まとめ（概算工事費等）

・実施設計発注

・財源の確保

・実施設計の進捗

・財団法人の進捗

・財源の確保

・転籍調査結果（速報）

第二回と同様

・医療従事者の確保

・転籍調査結果（速報）

・実施設計の進捗

・医療従事者の確保

・転籍調査結果（詳細）

・基本設計の内容も

含めて各病院へ説明

設立

（
第
一
回
）

組
合
議
会

組
合
議
会

必要に応じて臨時議会や報告会を開催

・予算審査
・議長・副議長の選挙

・条例審査

・専決処分（条例・予算）の承認

・監査委員の選任 等
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１ 現在の契約の状況

(1) 設計者：(株)内藤建築事務所・(株)エー・アール・ジー・(株)設備研究所 設計共同体

(2) 当初設計期間：令和４年９月～令和５年３月末まで（７ヶ月）

変更設計期間：令和４年９月～令和５年６月末まで（10ヶ月）

(3) 当初契約額 ：1億6,405万4,000円

変更契約額 ：1億6,920万円（514万６千円増）

変更理由 ：交通量調査の実施、地盤調査における掘削深度の延長

２ 現在の進捗状況

(1) 設計期間の延長

当初の７ヶ月から３ヶ月延長し、工期を令和５年６月末までとする。

なお、実施設計の公募に約３ヶ月を要すため、全体工期及び開院時期への影響はない。

(2) 延長理由

令和４年９月以降、両病院幹部の会議、病院現場の部門ヒアリング、建築費高騰の影響を

低減するための床面積圧縮の調整等を重ねてきており、多数の要望に応えるため設計期間を

延長する必要があるため。

(3) 会議等（３月15日時点）

両病院幹部の会議：12回

部門別ヒアリング：30回

報告（２）基本設計業務の進捗について
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(4) 住民説明会

令和５年１月30日から２月９日にかけて、北部12市町村全てで住民説明会を実施。併せ

て名護市大北・大西・大中の周辺住民を対象にした説明会を実施。

主な質問としては、医療従事者の確保策、救急・透析などの医療機能の強化、病院送迎

バスの運行、附属診療所への支援、一部事務組合の役割などに関する要望や確認があった。

実施日 市町村名 参加者数

２月２日（木） 名護市 145名

２月９日（木） 名護市建設地周辺 56名

２月７日（火） 国頭村 18名

２月７日（火） 大宜味村 20名

１月31 日（火） 東村 25名

１月30 日（月） 本部町 28名

１月31 日（火） 今帰仁村 26名

２月１日（水） 宜野座村 17名

２月３日（金） 恩納村 32名

２月６日（月） 金武町 13名

１月30 日（月） 伊江村 57名

２月１日（水） 伊是名村 56名

２月８日（水） 伊平屋村 29名

計 522名
-10-



報告（３） 沖縄県北部医療組合等の組織体制について
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１ 組合の組織
組合に事務局を置き、事務局に総務課及び施設整備課を置く。

２ 事務局の人員体制
県からの派遣により次の９名を配置。

□事務局長：課長級（事）１名
□総務課：主幹（事）１名、班員（事）３名
□施設整備課：課長級（技）１名、班員（技）３名

３ 事務所の設置場所
沖縄県北部合同庁舎（名護市大南1-13-11）の１階（旧旅券セン
ター）に事務所を設置。
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４ 県医療政策課の体制
北部医療センター整備推進室を改編し、「北部医療センター・医師確
保推進室」を設置。財団法人設立準備や医療従事者の確保並びに財
源確保に向けた取組を行うため、次の３名を配置。

□室長（事）１名、主幹（事）１名、班員（事）１名



報告（４） 整備費用について

⑴ 整備基本計画（令和 ４年３月）時点の費用 建物・構築物 279.2億円

⑵ 地方交付税対象となる単価を適用した 推計費用 建物・構築物 317.7億円

（整備基本計 画時点の建築費用214.1億円×1.18＝252.6億円 ＋38.5億円）

整備基本計 画時点では過去の県立病院及び民間病院の建築費等から整備費用を試算。

当該整備費用について、国は、物価高騰への対応として、令和５年度から地方交付税の対象となる建

築単価を引き上げる（18％増）こととしており、この引き上げ率を適用すると、建築費用の増加が見込

まれる。

整備費用は、今後の建築資材や医療機器の物価高、労務単価上昇の影響により更なる増加の可能性が

ある。

２ 財源確保の必要性

１ 公立沖縄北部医療センター整備費用の増加見込及び財源確保

総事業費 約280億円
（土地購入・造成費16.3億円、建物・構築物214.1億円、機器備品48.8億円）
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物価高騰
＋α

整備基本計 画時点では、経常収支及び手元資金を表す資金余剰とも黒字であったが、物価高騰に伴

う影響を考慮すると、整備基本計 画時点で試算した国庫補助額では、開院後数年間は資金余剰が不足

し赤字となる可能性があり、新たな財源の確保が必要となっている。



①ハード交付金
老朽化等に伴い移転新築に要する経費を補助 補助額＝補助対象施設毎の面積または基準額× ３／４

②地域医療介護総合確保基金
地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業などに活用 国２／ ３、県１／３

③新たな補助制度など様々な補助金確保の検討
内閣府からは、他県と比較し充実した病院整備の補助制度がある中、総事業費×８／１０の新たな補助制度の事業

化は困難との意見。今後は、琉球大学病院地域医療教育センター（仮称）や医療DXなどのハード交付金の補助対象外
の施設・設備に限定した補助について内閣府と調整

３ 財源確保に向けた今後の取組方針
北部医療センターの整備費用について、引き続き費用の精査を図るとともに、真に必要な病院機能に

求められる施設・設備計 画を検討し費用等の圧縮に努める。また、併せて国庫補助財源等を増額し病院

事業債を圧縮することによって、病院開院後の安定的な経営の実現を図る。そのため、様々な財源確保

に係る関係機関との調整を進める。
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３分の２３分の１

組合（病院収益）
負担

県の一般会計支援

国庫
補助

病院
事業債

ハード交付金

地域医療介護総合確保基金

新たな補助制度など
様々な財源確保の検討

①病院事業債
元利償還金の2/3を一

般会計から繰り出すこ
とにより、その60％が
普通地方交付税措置
（機能分化・連携強化
が適用の場合）

検討中の国庫補助

整備費用

280億円

＋α

40％
一般財源

地方交付税

60％

県の支援等
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圧縮
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４ 財源別補助額と収支シミュレーション

(億円)

物価高騰等に伴う整備費用増の場合

・開院時の経常収支は約１．８億円の黒字

・開院当初から経常収支、資金余剰がプラス

・累積資金余剰がマイナスになることはなく
１０年目は約３９．７億の累積資金余剰を確
保見込

⇒安定的な医療提供体制を確保

(億円)
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経常収支 資金余剰

整備基本計画時点

・開院時からの経常収支が赤字となる可能性

・単年度資金余剰について黒字が確保できず、開
院後数年間は、手元資金の不足が懸念

⇒人材、医療機器への投資ができず、安定的な医
療提供体制の確保が困難となる可能性

開院後数年間、
経常収支や資金余剰

の不足が懸念

整備基本計画時点の
経常収支・資金余剰




